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第 5章 今後の取り組み
誰もが安心して移動できるまちの実現のため、以下のような手法で計画の推進に取り組んでい
きます。

１　ＰＤＣＡサイクルマネジメントによる計画の進捗管理
本計画の推進にあたっては、計画に基づいた対策の実施のみで終えることなく、「計画 Plan」→

「実行Do」→「評価Check」→「改善Action」の各項目を周期的に行っていく PDCAサイクルに
基づいて次期計画に反映させていきます。また、必要に応じて、適宜、点検・評価を行い、有効
な対策の実施につなげていきます。
この PDCAサイクルの活用の進捗状況は交通安全対策審議会等で報告を行い、継続して実施し
ていきますが、今後の社会情勢の変化や新たな課題にも柔軟に対応できるよう、次期（第２次）
計画策定に反映させていきます。

図 26　PDCAサイクルのイメージ図
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